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機構全体の許認可対応に係る業務の進め方

➢ 第38回東海再処理施設安全監視チームの場において、原子力規制庁

より、機構全体の許認可対応に係る業務について、以下の対応要請を

受けた。

（１） 機構全体の審査案件に係る優先順位を実務に反映した

スケジュール管理

（2） 提出書類の品質管理

（3） 機構ヘッドクォーターによる管理

➢ 現在、機構から膨大な件数の許認可審査案件（廃止措置、新規制基準

適合確認及び新検査制度等）を申請している状況を踏まえ、許認可審

査対応に係る業務の進め方を次ページ以降にまとめた。
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（１）スケジュール管理

○ 審査案件の優先順位の考え方

第335回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合資料「日本原子力研究開発

機構の事業計画とこれらに必要な許認可の優先度について」に基づき、原子力規制庁研

究炉等審査部門の各班（試験炉、研開炉、使用・加工）に提出している許認可審査対応ス

ケジュール（個表）を統合し、輸送容器の設計承認を含めた審査案件について、以下の優

先順位の考え方に基づき、直近3ヶ月における機構全体の許認可審査案件（26件）を別紙

１に取り纏めた。

⚫最優先の審査案件： 喫緊に対応すべき機構の経営課題（東海再処理施設の安全対策等）

⚫優先の審査案件 ： 廃止措置対応（もんじゅ、ふげん）、試験炉の運転再開対応（HTTR、

JRR-3＋放射性廃棄物処理場）等

⚫その他 ： 新検査制度への移行に伴う機構各拠点における保安規定及び廃止措置

計画の変更認可申請等

○今後のスケジュール管理

今後は定期的（四半期毎を目途）に機構全体の許認可審査案件を取りまとめ、優先度調

整を行うスケジュール管理を実施する。 2



（２）提出書類の品質管理（1/2）

○提出書類の品質管理
許認可申請書類の品質管理を向上させるため、機構の各段階における技術事項審

査の品質強化及び許認可申請手続きに係る機構全体での横串機能の強化を行った。
許認可申請書類の品質管理の向上については、今後も継続的改善に取り組んでいく。

➢技術事項審査の品質強化 （令和２年３月より実施）
⚫ 各拠点審査における強化

申請部署は、当該施設に必要な規制基準の要求事項、原子力規制庁の審査に必要な

技術的根拠等の情報等が漏れなく記載されていることを確認するための「許認可申請書
の記載事項の必要十分性を確認した整理表（以下、「整理表」という。）」を作成する。

拠点審査は、「整理表」に基づき、拠点内の各施設との横並びを確認しつつ、許認可申

請書の記載内容の妥当性を審議する。
⚫ 中央安全審査・品質保証委員会における強化

中央安全審査・品質保証委員会は、「整理表」に基づき確認した拠点の審査プロセスの

妥当性を確認する。更に、原子力規制庁コメントを踏まえた最新の記載内容や他の施設
で作成した整理表等を参照しつつ、許認可申請書記載内容の妥当性を審議する。
→ これらの結果、許認可申請書に必要な技術事項及びその根拠を示す情報の記載漏

れ防止の徹底に努める。
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➢ 機構全体の横串機能強化（令和２年２月より実施）

⚫ 許認可申請手続きに係る強化

機構全体の横串機能を強化するため、従来、試験研究炉等で行っていた

「試験研究炉・新基準対応協議会」を「安全審査対応連絡会」に改組し、新たに

再処理施設、研究開発段階炉及び加工施設等の他の許認可区分も検討対象に

加え運用を開始した。

→ 機構の全施設を対象とする原子力規制庁の審査状況等について、機構全体で情
報共有と相互支援の強化により、許認可申請書類の品質の改善を進めていく。

➢ 更なる改善の取り組み

⚫ 原子力規制庁審査における指摘事項等の対応強化に向けた改善

各施設の許認可審査における指摘事項、気づき事項、良好事例等、各拠点・施

設での審査経験と実績については、従来の水平展開による改善活動に加え、４月

以降の新検査制度に伴い導入した是正措置プログラム（CAP：Corrective Action 

Program）を有効活用するなど、他拠点・施設へ情報共有し、同様の指摘事項が

発生しないよう対応の改善を図っていく。

（２）提出書類の品質管理（2/2）
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（３）機構ヘッドクォーターによる管理

○機構ヘッドクォーターによる管理

➢ 機構では、「施設マネジメント推進会議」（議長：副理事長、事務局：バックエンド統括本

部、安全・核セキュリティ統括部、事業計画統括部）において、施設中長期計画（※）の

進捗管理及び施設マネジメントに係る重要事項を審議し、毎年度改定している。

したがって、機構全体の審査案件に係る四半期ごとの「スケジュール管理」についても、

機構事業の優先度判断を伴うため、副理事長のもと前述の３統括組織にて対応する。

※ 「施設中長期計画」： 機構の原子力施設に係る「施設の安全確保」、「施設の集約化・重点化」、

「バックエンド対策」の三位一体計画

➢ 「提出書類の品質管理」については、実務レベルの業務管理のため、安全担当理事のも

と、安全・核セキュリティ統括部長を中心に機構の各段階の技術事項審査の強化及び

安全審査対応連絡会における情報共有等の改善を図り、各拠点と連携して対応する。
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【参考１】機構内審査の流れ（改善点）

許認可申請書作成

拠点審査

審議資料提出

事務局確認

委員会審査

委員会了承

理事長受理

拠点

機構

専門部会

• 整理表を活用して、拠点内の各施設との横並びを確認しつ
つ、許認可申請書記載事項の必要十分性を確認するととも
に、申請書の記載内容の妥当性を審議する。

• 審議申請書、安全審査チェックシート、技術的基準等に対
する審議結果の概要、許認可申請書に加え整理表を中央安
全審査・品質保証委員会（以下「委員会」という。）に提
出する。

• 申請の目的、技術的評価結果に加え、申請書記載事項の必
要十分性について拠点における審査プロセスの妥当性を確
認する。

• 原子力規制庁のコメントを踏まえた最新の記載内容や他の施設
で作成した整理表等を参照しつつ、許認可申請書記載事項の
必要十分性を確認するとともに、申請書の記載内容の妥当性を
審議する。

改善点

6

安全審査
対応連絡会

• 「安全審査対応連絡会」で機構の全施設を対象とする原子力規
制庁の審査状況等について、機構全体で情報共有と相互支援
の強化。

• 申請書作成段階から許認可申請書記載事項の必要十分性を
確認した整理表※（以下「整理表」という。）を作成
※法令要求に対する設計及び対策並びに対象設備・施設の
健全性及び事故対処の成立性を示すための前提条件を整理
したもの



【参考２】許認可申請書の記載事項の必要十分性を確認した整理表
（サンプル 1/2）
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No 

再処理施設の技術基準に関する規則 

（令和二年原子力規制委員会規則第九号） 

令和二年三月十七日公布 

変更（補正）申請に係る法令要求の対象範囲 

及び対象となる理由 

再処理技術基準規則に適合するための対策 

又は 重大事故に対する対処 
新規制基準を適用する場合、対象設備・施設の健全性 

新規制基準を適用しない場合、事故対処の成立性 

対象の 

有無 
理由 

設備・施設・

建家 
対処方法 

申請書 

該当頁 
検討・評価の前提条件(概要) 

申請書 

該当頁 

1 

第六条 

地 震 に

よ る 損

傷 の 防

止 

安全機能を有する施設は、これに作用する地震力

（事業指定基準規則第七条第二項の規定により算

定する地震力をいう。）による損壊により公衆に放

射線障害を及ぼすことがないものでなければなら

ない。 

２ 耐震重要施設（事業指定基準規則第六条第一

項に規定する耐震重要施設をいう。以下同じ。）は、

基準地震動による地震力（事業指定基準規則第七

条第三項に規定する基準地震動による地震力をい

う。以下同じ。）に対してその安全性が損なわれる

おそれがないものでなければならない。 

 

有 

高放射性廃液を貯蔵する高放射性廃液貯蔵所

（HAW 施設）を規則の左記要求事項に適合さ

せるには、当該施設の安全機能を維持するた

めの動力源等を供給している関連施設（外部

電源及び非常用電源を供給する第二中間開閉

所、工業用水を供給する資材庫、蒸気を供給

する中央運転管理室）も耐震重要施設として

の耐震性を満足させる必要がある。 

しかしながら強化された廃止措置計画用設計

地震動に対してこれらの既設施設（建家及び

設備）の耐震性を向上させることは技術的及

び経済的に困難であることから、地震によっ

てこれらの施設が担う機能が失われたとして

も重大事故である高放射性廃液の蒸発乾固に

至らないよう、可搬型設備等を用いた事故対

処により廃止措置期間中の安全性を確保する

方針としている。 

その方針を成立させるために、HAW 建家内部

にあって事故対処時に用いる設備については

耐震重要施設としての耐震性を示す。加えて、

それらの耐震性確保の前提として、間接支持

構造物である HAW 施設建家について耐震性向

上を目的とした周辺地盤改良工事を行う。以

上の内容に基づき、規則に対する本諮問内容

の適合性を確認する。 

HAW 建家 

〇 設計用地震動によって建家のロッキン

グが増大し、建家の接地圧に関して地盤

の極限支持力度に対する余裕が少なくな

る恐れがあることから、建家耐震性を確

実に確保するために建家周辺地盤を改良

し、地震時の建家の振動を抑制する対策

を行う。 

（建家は下記の事故対処に必要な常設耐

震重要設備及び高放射性廃液を保管する

貯槽類の間接支持構造物であるととも

に、閉じ込めを確保するためのセルを躯

体の一部としている） 

本文 

p.3 

サイトの設計基準地震動（本廃止措置計画では

「廃止措置計画用設計地震動」という）が策定さ

れている。 

本文 p.2 

 

耐震性を示すために必要な評価事項及び評価条

件について基本的考え方が示されている。 

別添 6-1-3

の添 1-1～

6 

評価で準拠あるいは出典として用いる規格・基準

類が明示されている。 
別添 6-1-3

の添 2-16 

耐震性評価の判断基準とする許容値が示されて

おり、妥当である。 

別添 6-1-3

の添 2-

54、2-61 

地震応答解析への入力地震動が示されている。 別添 6-1-3

の添 2-5～

7 

地震応答解析に用いるモデル（地盤応答解析、建

家応答解析）は適切である。また使用する入力デ

ータが明記されている。 

別添 6-1-3

の添 2-18

～19、添

2-31～43 

設計地震動に対する建家の各層の最大応答せん

断ひずみは許容値に対して十分な余裕があり、建

家の間接支持性能及びセルの健全性に問題がな

い。 

別添 6-1-3

の添 2-59

～60 

設計地震動に対する建家の接地率は、採用したモ

デルの適用範囲である。 
別添 6-1-3

の添 2-61

～62 

設計地震動に対する建家の接地圧は、建家支持地

盤の極限支持力度に対して十分な余裕があり、地

盤の支持性能に問題がない。 

別添 6-1-3

の添 2-61

～62 

HAW 設備 

〇設計用地震動により HAW 施設に安全機能

を動作させるために必要となる電力や工

業用水を供給している関連施設の機能が

喪失したとしても、以下の事故対処によ

り保管している高放射性廃液が蒸発乾固

に至らないようにする。さらに万が一蒸

発乾固に至ったとしても緩和設備により

放出経路を維持することで過度な被ばく

を防止する。 

・発生防止策として、可搬型エンジン付き

ポンプにより自然水利から冷却水を一

次冷却水系統に直接注水する。 

・影響緩和策として、緊急放出系配管及び

フィルタにより蒸発乾固時に放出され

るオフガスの放出経路維持と放出量低

減を図る。 

 以上の対策が地震時にも機能することを

確認するため、事故対処に使用する常設

耐震重要設備及び高放射性廃液を保管す

る貯槽類の耐震評価を示す。 

本文 

p.2 

p.3 

対象施設の耐震重要度分類（S クラスの選定）及

び地震に対して耐震性を確保する対象が明確化

されている。 

本文 p.3、 

別添 6-1-3 

p.添 1-2 

耐震性を示すために必要な評価事項及び評価条

件について基本的考え方が示されている。 

別添 6-1-3

の添 1-1～

6 

評価で準拠あるいは出典として用いる規格・基準

類が明示されている。 

別添 6-1-3

の添 3-1-1

等 

耐震性評価の判断基準とする評価部位と許容値

が示されており、妥当である。 

別添 6-1-3

の添 3-1-3

等 

地震応答解析への入力地震動が示されている。 別添 6-1-3

の添 3-1-4

～5 等 

地震応答解析に用いるモデル（解析による設計の

場合）は適切である。また使用する入力データが

明記されている。 

別添 6-1-3

の添 3-1-6

～8 等 

応答値の計算に用いる評価式（公式による設計の

場合）は適切である。 

別添 6-1-3

の添 3-3-5

等 

設計地震力に対して機器及び配管の各評価部位

に生じる応力は許容応力以下であり、地震力に対

して構造健全性を維持できる。 

別添 6-1-3

の添 3-1-

12 等 



【参考】許認可申請書の記載事項の必要十分性を確認した整理表
（サンプル 2/2）

7

No 

再処理施設の技術基準に関する規則 

（令和二年原子力規制委員会規則第九号） 

令和二年三月十七日公布 

変更（補正）申請に係る法令要求の対象範囲 

及び対象となる理由 

再処理技術基準規則に適合するための対策 

又は 重大事故に対する対処 
新規制基準を適用する場合、対象設備・施設の健全性 

新規制基準を適用しない場合、事故対処の成立性 

対象の 

有無 
理由 

設備・施設・

建家 
対処方法 

申請書 

該当頁 
検討・評価の前提条件(概要) 

申請書 

該当頁 

2 

 

  

 

HAW 建家 

T21 

トレンチ 

〇設計地震動に対する HAW 建家の振動を抑

制するために周辺地盤を建家基礎位置ま

でコンクリートにより置換する工事を行

う。 

本文

p.3 

p.19 

p.23 

工事において準拠すべき法令、基準類が示されて

いる。 
別冊 1-12

の p.3 

工事に用いる材料、施工範囲等の条件が示されて

いる。 

別冊 1-12

の p.6、 

p.11～16 

工事における検査項目は妥当である。 別冊 1-12

の p.7、

p.17 

工事において採るべき安全対策は妥当である。 別冊 1-12

の p.8 

設工認として技術基準への適合性が示されてい

る。 

別冊 1-12

の p.20～

24 

3 

３ 耐震重要施設は、事業指定基準規則第七条第

三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安

全性が損なわれるおそれがないものでなければな

らない。 

有 

HAW 施設周辺において影響を与える斜面が存

在するが、本斜面頂部には緊急安全対策関連

設備が配備されている。地震時においてこれ

ら設備を防護するために当該斜面は設計地震

動に耐えるよう補強する。 

※本補強工事については本申請範囲外（別途

申請する計画）である。 

PCDF 

駐車場 

斜面 

当該対策については本諮問の範囲外である。 

 


